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商品名 パワーサンド主材（透湿樹脂） 

容 量 1 ㎏/袋 

塗り厚 骨材の粒度により変化（下部標準使用量参考） 

塗布面積 骨材の粒度により変化（下部標準使用量参考） 

混練水量 透湿樹脂 1 ㎏/袋に対し 1 ㎏未満の加水まで 

主原料 合成樹脂エマルジョン 

パワーサンド透湿樹脂 

製品説明書 

656-1521 

兵庫県淡路市多賀 2150 

電話 :0799-85-1147 

FAX :0799-85-2030 

info@kinkikabezai.com 

近畿壁材工業株式会社 

商品概要 

パワーサンドは様々な骨材をその

まま使用する事が出来る新開発の

透湿樹脂を使った塗り壁です。 

仕上がりの意匠は骨材そのものが

壁になっているようで、簡単にオ

リジナルの壁材になります。外部

にも使用出来る耐久性や撥水性、

調湿性能もあり、使用箇所に制限

なくご使用頂けます。 

製品名 

特 長 

① お手持ちの骨材と練り合わせるだけの簡単配合！ 

② アクセントに真っ赤や真っ黒の箇所を失敗なく塗りたい時に！ 

③ 骨材の機能性（シラスや珪藻土の調湿性能等）を損ないません！ 

④  



商品説明書 

 

近畿壁材工業株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

商品名 パワーサンド配合材（専用骨材） 

容 量 2.5ℓ/袋 

塗り厚 骨材の粒度により変化（下部標準使用量参考） 

塗布面積 骨材の粒度により変化（下部標準使用量参考） 

混練水量 透湿樹脂 1 ㎏/袋に対し 1 ㎏未満の加水まで 

パワーサンド シラス 0.6㎜厚 約 3.3㎡ 

パワーサンド 貝殻 1㎜厚 約 2㎡ 

パワーサンド 珪藻土 0.4㎜厚 約 4㎡ 

パワーサンド みじん砂 0.4㎜厚 約 4㎡ 

パワーサンド 珪砂 0.4㎜厚 約 4㎡ 

パワーサンド ゼオライト 1㎜厚 約 2㎡ 

パワーサンド 黒 0.2㎜厚 約 5㎡ 

パワーサンド 白 0.2㎜厚 約 5㎡ 

パワーサンド 赤 0.2㎜厚 約 5㎡ 

パワーサンド専用骨材 

製品説明書 
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製品名 

標準使用量 
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■準備 

・下地 

適応下地：モルタル、石膏プラスター、中塗土下地等 

※下地は完全乾燥させて下さい。下地の水引きが激しい場合は城かべシーラー3倍液を塗布

し乾燥させて下さい。 

※パワーサンドは 1㎜までの薄塗りになりますので、下地の不陸の影響を受けます。下地は

フラットにして下さい。 

※下地からアク、錆などが出る可能性があれば、先に処理をお願い致します。 

 

■施工要領 

 ・混練 

 ①バケツに主材（透湿樹脂）と配合材（骨材）を入れて下さい。 

 ②水道水を入れながら硬さ調節をし撹拌して下さい。 

 ※水道水の加水量は透湿樹脂の量以上入れないで下さい。 

・塗り付け 

 ①下地が透けないように鏝で均一に塗り付けて下さい。 

 ②仕上げ鏝で鏝波を消すように押さえて仕上げて下さい。 

 ※極端な厚塗りは避けて下さい。フラットにしにくくなります。 

 ・養生 

 ①完全乾燥するまで雨がかからないようにして下さい。 

  

■注意事項 

□ 気温 5℃以下での施工はご遠慮下さい。 

□ 1㎜以上の骨材は作業性、付着力が落ちますので、ご使用はお控え下さい。 

□ 撥水効力は高いですが、雨がかりが激しい場所は撥水剤の併用をお奨めします。 

□ 使用済みの鏝、道具類は使用後すぐに水洗いして下さい。 

□ 取り扱い時は必ず保護具（保護手袋・保護メガネ・マスク等）を着用して下さい。 

□ 使用混練は、換気のよい場所で行って下さい。 
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■面責事項（ご理解宜しくお願いします。） 

□ 様々な骨材の使用は可能ですが、すべての施工の保障をするものではありません。事前に

サンプル等の作成にてご確認お願い致します。 

□ 下地の状況などにより亀裂が発生する場合はあります。ご理解下さい。 

 

■その他 

《応急処置》 

○目に入った場合 ･････ 直ちに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けて下さい。 

○皮膚に付着した場合 ･････ 直ちに水でよく洗浄し、必要に応じ医師の診断を受けて下さ

い。 

○誤飲した場合 ･････ 大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けて下さい。 

《廃棄上の注意》 

各都道府県条例に基づき処理するか許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。 

 


